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109号をお届けします。

◇　4月1日より、媒介業者によるインスペ
クションのあっせん制度が始まりました。中
古住宅の流通が欧米に比べ低水準にあるの
は、中古住宅の品質が明らかでないことが購
入のネックになっているとの指摘がされてい
たところですが、あっせんによってインスペ
クションが普及し、中古住宅の取引が活性化
されることが期待されます。なお、あっせん
の具体的実務については、国土交通省より「改
正宅地建物取引業法に関するＱ＆Ａ」の最新
版が平成20年2月1日付で出されていますの
で、参考になるものと思われます。

◇　昨年中の不動産政策研究に関わる動向を
とりまとめた「不動産政策研究2017年回顧」
を掲載しました。昨年における、立法政策・
行政施策・司法の動向、不動産関係業界・団
体の動向、不動産に関する研究動向をとりま
とめたものとして、ご活用いただければと思
います。

◇　周藤利一教授による「不動産政策史概論」
が本号をもって連載が終了しました。明治期
より現在に至るまでの不動産政策について、
一元的に取り纏めたものは、他には見当たら
ず唯一のものだと思われます。RETIO97号
より本号まで、足掛け4年に渡りご執筆いた
だきありがとうございました。

◇　最近の判例からは13の事例を掲載しまし
た。事例1では、建築条件付土地売買の事案
を採り上げましたが、同売買に関してはトラ
ブルが多く見られることから、国交省は平成
29年3月に宅建業法ガイドラインにおいて、
宅建業者に対しその取扱いにおける指針を出
しています。買主が請負契約の締結を拒んで
いるにもかかわらず、売主業者がその締結を
買主に強いる行為は問題行為とも言えますの

で十分気をつけていただきたいと思います。
また事例5では、重要事項説明に立ち会わな
かったことが媒介契約上の債務不履行にあた
るとして、媒介業者の仲介手数料の残額請求
が棄却されています。他業者の宅地建物取引
士が重要事項説明を行うとしても、説明の場
に立ち会う必要があることに注意をしておき
たいところです。
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